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生殖医療・生命倫理に関する
公的管理運営機関の設置の提案

日本産科婦人科学会

2021/12/13
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• イギリスの生理学者ロバート・G・エドワーズが
1978年に最初に成功し、女児（ルイーズ・ブラウ
ン）が生まれた。

• エドワーズはこの業績により2010年度のノーベ
ル生理学・医学賞を受賞した。

• 日本では1983年に東北大学の鈴木雅洲らが成
功した。

• ルイーズの誕生以来およそ40年間で、世界全
体としては700万人以上が体外受精で生まれた。
そのうち日本人は約48万人（2015年末時点）で
ある。

• 体外受精で生まれた人々の健康状態や生殖能
力などの長期追跡調査も行われており、大きな
問題は報告されていない。

体外受精



体外受精による Breakthrough
 当事者男女の間だけではない生殖医療

(配偶子提供、 代理懐胎)
 凍結して保存することが可能

(精子、卵子、受精卵[胚〕)
 出生前(妊娠成立前) に児の情報を知る

着床前遺伝学的検査

https://www.medic.mie‐u.ac.jp/sanfujinka/ivf.html



文献2 日本産科婦人科学会.倫理委員会登録・調査小委員会データブック.
https://plaza.umin.ac.jp/~jsog-art/

２０１９年には
１４．３人に１人が体外受精で生まれた



令和2年版 少子化社会対策白書 全体版（PDF版）

少子化の中でARTは必要不可欠
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現在問題となっている生殖医療が抱える倫理的課題・社会的影響

医学のあゆみ2017;263(10)882‐885 朝日新聞論説委員 行方史郎

優生思想X自己決定権

優生思想X自己決定権

第3者の助けが必要な

精子、卵子、子宮

個人の欲望・自由？

指針改定2020.6
厚労省専門委員会

PGT-A臨床研究
PGT-M倫理審議会

親子関係に関する
民法の特例承認

国会で検討開始



どのような対象・法律・指針があるか？
• ⼈体実験、臨床試験（臨床研究法、⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関す

る倫理指針）

• 脳死・臓器移植（臓器移植法）

• 終末期医療（がん対策基本計画）

• 安楽死、尊厳死
• ⼈⼯妊娠中絶（⺟体保護法）

• ⽣殖医療（⽣殖補助医療法）
• 出⽣前診断、着床前検査（着床前遺伝学的検査）、遺伝医学
• 遺伝⼦操作（ https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/seimeikagaku_igaku.html）など

埼⽟医科⼤学産科婦⼈科学 ⽯原理教授より借⽤・改変

⽣命倫理
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1. 第3者を介する生殖補助医療（精子、卵子、子宮）
2. 死後生殖（凍結精子、卵子）ーがん・生殖との関係
3. 凍結保存精子を用いた死後懐胎子と死亡した父との関係
4. 性同一性障害カップルにおいて生まれた子供
5. 出自を知る権利（生物学的な親、育ての親）
6. がん・生殖（死後生殖、精子、卵子の長期保管・管理）

臨床医学会の限界

吉村泰典. 生殖医療の展望と限界. 医療と社会 27.2.2017



2003.4.28

公的管理運営機関
2003年の厚⽣科学審議会ですでに
⽣殖補助医療に関する公的管理運営機関
の設置が要望されている
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厚労省資料

継続的に審議

管理していく機関
が必須
アドホックでなく

2003
↓

2020
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2021.6.8
この医療はやること自身は一般診療で行われる体外受精胚移植と何ら変わりなく施行できます。どこの

不妊クリニックでも可能です。ただ、問題は誰から（精子・卵子を）、どのような手順でいただいて、どう保
存して、誰に使い、その人たち、生まれた子供の情報を誰が、いつまで、保存するのか。です。これを一般
の診療所が行うことは、不可能。

提供者と被提供者が安心して治療をうけることができる環境づくりが、まず、 優先されるべきである。そ
のため、本委員会では、提案書にある業務を遂行する公的な管理運営機 関を設置することを提案する。
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6）管理運営機関と法整備の必要性についての提言
本委員会では、管理運営機関の業務は、a）提供者情報の保管管理、b）出

生した子についての情報の保管管理、c）出生した子が成人に達した後の提
供者情報開示請求への対応、d）各施設の査察監督と治療実績の収集、統
計処理及び公表、さらにe）提供者が関与する生殖医療のこれからのあり方

の検討等とすることを提言する。また、管理運営機関は、各施設から送付さ
れた配偶子提供者と被提供者夫婦の同意書を含む情報を、できるだけ長く
保存する。

生殖補助医療に関連する法整備の必要性については、前述したように長
い間議論が行なわれて きた。しかし、本委員会は、包括的な合意形成が困
難である以上、現状では、少なくとも民法上の法的親子関係を明確化する法
律（親子法）の整備が必要であると提言する。すなわち、a）子を懐胎、分娩し
た女性が子の法的な母であること、b）分娩した女性のパートナーで、配偶子
提供に同意した者が法的な父であること、c）精子提供者は、治療によって生

まれた子を認知することができず、子から提供者に対して認知請求すること
もできないこと、を明確化することが最低限必要である。この範囲の法律が
制定されれば、提供配偶子を用いる生殖医療の運用は、ガイドラインと政策
的配慮により十分実現可能であると考える。

2020.10.22
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2007.5.7

中村也志裁判長は「会告の内容は公序
良俗に違反しておらず、着床前診断の
制約は違法ではない」 と述べ、請求を

退ける判決を言い渡した。一方で判決
は、着床前診断の現状について、「学会
の自主規制にゆだねられることが理想
的とは言えず、立法による速やかな対
応が望まれる」と、法制度 の不備を指

摘した。判決は、院長の処分無効につ
いても、「学会の総会で承認され、適正
な手 続きだった」と述べた。
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2021.01.04 週刊医学界新聞（通常号）：第3402号より

日本ではゲノム編集技術を用いたヒト
受精胚などの臨床研究に関してのみ
行政指針があり
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長崎大学産婦人科 北島道夫 准教授より供与



17埼⽟医科⼤学産科婦⼈科学 ⽯原理教授より借⽤
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長崎大学産婦人科 北島道夫 准教授より供与
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埼⽟医科⼤学産科婦⼈科学 ⽯原理教授より借⽤



ベルギー⽣命倫理諮問委員会の意⾒書(2016)
Opinion document of the Belgian Advisory Committee on Bioethics

出⽣前スクリーニングが適切であるかどうかではなく、NIPTが医療の⼀部となる
場合に対処する必要のある問題の抽出を⽬的に、倫理的な側⾯を検討した。
≪結論≫
• 情報に基づいた意思決定のもとで検査が⾏われること
• 公的機関が検査の質を監視し、社会的弱者が必要な注意を確実に受けれるようにすること
• カウンセリングと情報を中⼼に据えることにより、ルーチン化を回避する
• 平等なアクセスを確保する。NIPTは最も安全で信頼性の⾼いテストであるため、個⼈の経済的

な制約によってアクセスが妨げられるべきではないこと
• 妊娠を続けることを選択した⼥性の⽀援と障害に苦しむ⼈々の⽀援を⾏うこと

全妊婦に対してNIPT(21トリソミー限定) を1stラインの検査として提⽰し、希望者に検査を実施する

NIPT:無侵襲的出⽣前遺伝学的検査



欧州各国のNIPTの状況
国 NIPTの推奨と保険償還の

制限の要約
保険償還の度合

オランダ T21,T18,T13について1stライ
ン検査としてNIPTを選択でき
る。希望者に実施。

2017年より臨床研究
Trident 2 studyとして
全妊婦対象に導⼊開始
費⽤は€170.

ベルギー T21のNIPTを全妊婦への1stラ
イン検査として希望者に実施

2017年より導⼊
全妊婦の負担額(€8)

イギリス 既存のNHS胎児異常スクリー
ニングプログラムへの影響を評
価（コンバインドテストで
1/150>のリスクと1/15>のT18
とT13リスク）

導⼊は2018年より2年
間の臨床検討
妊娠初期コンバインド
テストで1/150>のリ
スクで全額償還

フランス 条件的スクリーニングとして、
T21リスク⾼と中の妊婦への
NIPT推奨

妊娠初期コンバインド
テストで＞1/1000リス
クで全額償還
全年齢対象

スイス 妊娠初期コンバインドテストで
⾼もしくは中リスク（1／
1000）の妊婦に推奨

妊娠初期コンバインド
テストで⾼もしくは中
リスクで全額償還

国 NIPTの推奨と保険償還の
制限の要約

保険償還の度合

デンマー
ク

条件的スクリーニングとして、
＞1／300リスク⾼の妊婦に推
奨されている

妊娠初期コンバインド
テスト＞1／300リス
ク⾼で全額償還

スペイン 検討中 数地域で保健償還
プライベート診療で検
査可能

ドイツ ハイリスク妊婦（独⾃基準）
に対してNIPTを⾏う

保険償還が決定
(2019年9⽉）

スウェー
デン

T21, T18,Ｔ13のNIPTを推奨す
る声明を2015年に発表
NIPTをリスク妊婦へ推奨

保険償還なし
プライベート診療で検
査可能

イタリア 1stラインもしくは2次検査とし
て推奨

保険償還なし
プライベート診療で検
査可能

ギリシャ 国家的出⽣前検査プログラム
なし

プライベート診療で
NIPT可能

ノル
ウェー

保健償還の推奨なし 未発表

2019.9.改訂
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厚労省 NIPTWG資料20200722
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生殖補助医療の在り方を考える議員連盟 第3回総会配布資料
令和3年2月9日国立国会図書館調査及び立法考査局資料1

先進国ではARTに関しての公的管理運営機関を設置



日本以外の欧米では生殖に関する法律がある

PGT:着床前診断（着床前遺伝学的検査）
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吉村泰典. 生殖医療の展望と限界. 医療と社会 27.2.2017
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2021.2.19
読売
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生殖医療・生命倫理に関する公的管理運営機関の設置を提案

生殖医療に関する継続的な審議
ガイドライン策定
医師・施設の認定、認証
情報管理
実績報告・モニターリング

出⽣前診断
着床前検査（着床前遺伝学的検査）
1. ⽣殖医療ー第3者を介する生殖補助医療（精子、卵子、子宮）
2. 死後生殖（凍結精子、卵子）
3. 死後懐胎子と死亡した父との関係
4. 性同一性障害カップルにおいて生まれた子供
5. 出自を知る権利
6. がん・生殖
遺伝医学と遺伝⼦操作

臨床医学会の限界



生殖補助医療・生命倫理を考える上でのポイント

1. 医師の使命：健康を守るー目の前の患者、集団としての患者
2. 健康：身体的、精神的、社会的

3. ノーマライゼーションの理念：障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権
を享有するかけがえのない個人として尊重される

4. 母体保護法上、胎児が疾患や障害を有していることは、人工妊娠中絶の理
由として認められていない。

5. 旧優生保護法の問題
6. セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
7. 幸福追求権（日本国憲法第十三条）

8. 生殖技術や生命科学、生命倫理について、専門家を始め、より多くの人々
の間で公然と議論することが必要である。


